
４月１日現在で自動車をお持ち
の方に対し、4月30日（木）に県税
事務所から納税通知書を発送し
ます。納付場所は、納税通知書の
裏面をご確認ください。
パソコンやスマートフォンなど

を利用して、クレジットカード（決
済手数料がかかります）やイン
ターネットバンキング、スマート
フォン決済アプリでも納付してい
ただけます。
なお、名義変更や廃車などの手
続を他の人に依頼した自動車に
ついて、納税通知書が届いた場合
は、それらの手続が３月末日まで
に行われていないことが考えられ
ますので、依頼先にご確認くださ
い。転居などにより納税通知書が
届かないときは、管轄の県税事務
所にご連絡ください。

　西尾張県税事務所
☎０５８６（４５）３１７０

差別や暴行、虐待、職場でのセ
クハラやパワハラ、体罰やいじめ、
インターネットによる誹謗中傷な
どでお悩みの方は、下記相談窓口
へお気軽にご相談ください。相談
は無料で、秘密は厳守します。
【全国共通相談ダイヤル】
午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日曜日、祝日を除く）
・みんなの人権１１０番
☎０５７０（００３）１１０
・こどもの人権１１０
☎０１２０（００７）１１０（通話無料）
【インターネット人権相談】
　https://www.jinken.go.jp/
【LINEによる人権相談】
公式アカウント：
@ｌｉｎｅｊｉｎｋｅｎｓｏｕｄａｎ
アカウント名：
「法務局ＬＩＮＥ
じんけん相談」
　名古屋法務局津島支局
☎（２６）２４２３

令和７年８月、愛西市に本籍が
ある方へ、戸籍に記載する予定の
フリガナの通知（ハガキ）をお送り
しました。
フリガナが誤っている場合は、５
月２５日（月）までに正しいフリガナ
の届出が必要です。詳しくは、ハ
ガキをご確認ください。
市外に本籍地がある方は、本籍
地の市区町村より通知が届いて
います。

　市民課　☎（２６）８１１１

6月１日（月）は
人権擁護委員の日です

くらし

戸籍のフリガナの
届出期限が近づいています！

くらし

6月１日（月）は
自動車税の納期限です

くらし

市からのお知らせ

令和８年5月（予定）から防災気象情報が新しくなります

河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは、これまで警戒レベルとの対応が複雑でわかりにく
くなっていましたが、今回の改善により、避難情報の５段階の警戒レベルに対応し、避難の判断をしやすく
なります。レベル３やレベル４相当の危険警報が発表されたら、自治体からの避難指示等に十分留意いただ
くとともに、大雨で危険度が高まった地域が地図で表示される「キキクル」や河川の水位情報を参照して、
危険な場所にいる方は早めの避難を心がけてください。
詳しくは気象庁ホームページに設けた特設ページをご確認ください。
情報が発表された際にどのような行動をとるか、ご家族や企業・組織内で
あらかじめ決めていただくようお願いします。

問名古屋地方気象台　☎052（751）5124 気象庁特設ページ
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既に災害が発生している状況です
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